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I序論 地主制研究の課題と視角

におけるその位置や役割は,日本資本主義の確立

と独占段階-の移行とともに大きな変化をみせて

いる｡また,農村社会内部に視野を限っても,磨

｢地主制は,農地改革にいたる日本資本主義の全 民運動-小作争議の展開を契機に,地主的支配は

生活史を貫ぬく課題であり,全社全構造の基本的 激しい動揺にさらされてきた｡

一環｣(1)をなす,といわれる｡しかし,体制的支配 調査対象地中浦村の寄生地主制も,大正期-昭

図1 中浦村 (現豊浦町)全体図
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和初期の小作争議の展開によって,その地主的支

配の実質を変容させてきたく21のだが,にもかかわ

らず,争議以降も依然として農民の生産と生活を

規定し続けた｡これは多かれ少なかれ 月本の農

村社会に一般にみられたことであろう｡それゆえ,

村落構造を,｢特定の段階における生産関係の総体

たる経済構造のうえに成立する村落の政治的 (-

階級的)支配構造｣(3)としてとらえるなら,戦前に

おける農村の生産関係の基幹的位置を占めた地主

制の,とくに地主による農民支配の構造を解明す

る努力が農村社会学に求められる｡しかし,農村

社会学における地主制研究は,小作争議や村落構

造の分析とかかわ り問説することはあっても,こ

の間題を正面から取扱ってこなかった｡

こうした研究状況をふまえるならば,農村社会学

における地主制研究が,いかなる課題を設定し,

どのような視角から分析を進めねばならないかを

まず明示する必要があろう｡以下,経済史および

社会学の見地に立つ研究の検討をとおして課題と

方法の若干を提示してみたい｡

経済史学における地主制研究 先に述べたよう

な農村社会学における研究状況をみるならば,普

ず,関連領域における諸研究から考察をはじめな

ければならない｡ここでは経済史学における地主

制研究を取上げよう｡

この経済史学における地主制研究を考察しよう

とすれば,戦前の日本資本主義論争にまで潮らね

ばならないが,これについては次の諸点にだけ触

れておこう｡すなわち,第一に,日本革命の戦略･

性格規定をめ く･り講座派 ･労農派によりたたかわ

れたこの論争において,講座派は天皇制国家権力

の物質的基礎 として半封建的土地所有を位置づけ

たが,この中で 『日本資本主義分析Jにおいて山

田盛太郎が,地主制を日本資本主義の構造的一環

として定置し,しかも,その特殊的構造を規定す

る契枚として把握する視角を提示していたことに

注目したい｡だが,第二に,山田にあっては労農

派が批判するように,資本と地主制との関連を固

定的にとらえ,従って,地主制を日本資本主義の

一環として位置づけるにしても,この資本との依

存 ･対抗関係を段階的視点から追究する観点に欠

けていた,といいうる｡第三に,後に触れるが,

この論争の主要なテーマのひとつとなった封建地

代論争,とくに名子の賦役労働の性格規定をめぐ

って,有賀の批判を甘受せざるをえない方法論的

弱点をもっていたのである(4)｡

この地主制研究が,戦後の寄生地主制論争(5)杏

契機 として,戦前のそれ とは一線を画する理論

的 ･実証的成果をあげたことは周知のことであろ

う｡とくに,実証的調査に基づいた研究と検討が

進められ,理論的にも西欧社会の地主制との比較

経済史的方法が,研究に大きな前進をもたらして

いる｡しかし,農村社会学の視点からいえは,こ

の研究が,農地改革の評価 ともかかわり,｢地主制

成立史｣といわれるような明治維新史 ･資本主義

成立史の見地に立つ研究に併行して進められた結

果,いくつかの重要な問題が等閑視されることに

なったのではなかろうか｡

これは農村社会学における地主制研究の課題と

もなるのだが,その要点を記しておけば,#Lに,

幕末一明治初期に比して明治末一大正期における

地主制の実証的研究がはるかに立ち遅れ(6),また,

事例としても畑作商品化の著しい地帯に限定され

る傾向がみられた(7)｡ちなみに新潟県の地主制に

ついていえば,古島敏雄･守田志郎らの研究や個々

の千町歩地主の経営についての詳しい分析(8)があ

るが,いまだ頂点にとどまり,農民支配の構造を

理解する上で重要な下級大地主については,ほと

んど研究の進展がみられない現状がある｡第二に,

先に述べたように,山田が既に戦前において,段

階的把握が不十分であるという恨みはあるが,也

主制を日本資本主義の構造的一環として定置し,

これを把握する視角を提起していたが,この構造

的把捉という視点が不十分になった点があげられ

る｡農村社会学は,日本資本主義の構造的一環と

して地主制をとらえねばならない｡従って,その

対象時期は無限定的ではなく,地域類型-農業地

帯疑型を意識しつつ,本源的蓄積段階および資本

制的蓄積段階下の地主制に分析を限定することに

なろう｡

近年の地主制研究では,確かに,これらの諸点の

克服を意図して旺盛に研究が進められている(9)0

しかし,依然として重要な問題が残されているよ

うに思われる｡それは農民に対する地主支配の構

造や性格の解明であるC これは,寄生地主制論争

の焦点が,｢地主制とはなんであるのか｣,という
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本質論に絞られ,結果的に,その歴史的形態や機

能的側面の解明がおろそかになったこととかかわ

る｡この点について,古島敏雄らが,地主制研究

は ｢地主の小作人に対する支配の関係を追求する

ことをもとより忘れてはならないのである｡だが,

地主支配の量的変化が,地主小作関係の変化と結

びつけられていたかといえば,必ずしもそうでは

ない｣(10),と指摘していた｡その後,中村政則も研

究史を総括して,｢地主-小作関係の特質究明は,

地主的土地所有の量的確定とともに,地主制研究

の-枢要点｣といわれながらも,｢戦後の明治一大

正期地主制研究は,この点の究明についてはそれ

ほど大きな実証的成果をあげていない｣(ll),とい

う評価を下している｡念のため述べておけば,こ

の地主一小作関係とは,｢地主の小作人に対する支

配の関係｣にはかならない｡

気づかれるように,これらの諸点が十分明らか

にされない限 り,近代日本の村落構造の解明やそ

の類型化が問題 となりえないことは論をまたな

い｡

農村社会学における地主制研究 経済史学にお

ける地主制研究の検討から,地主制を日本資本主

義の構造的一環として把捉する視角とともに,也

域類型 ･段階的視点を踏えつつ地主一小作関係の

特質を究明することが,社会学における地主制研

究のひとつの重要な課題をなすことを明らかにし

てきた｡

本稿の課題 も,こうした社会学的課題-の一定

の寄与をなす ことにある｡しかし,従来の社会学

における戦前の農村社会の支配構造の理解は,

応々にして,土地所有の有無,面積の大小,もし

くは経済的階層の統計的分析を基礎 とし,それで

すます例が少なくなかった｡あるいは逆に,本家-

地主の分家-小作に対する身分的要因により支配

の根拠が説明されてきた｡従って,地主と小作人

との支配 ･被支配関係の解明も平版な理解に終止

してきたように思われる｡こうした弱点をいかに

克服し,農民支配を具体的構造的に理解 しうるの

か,これが社会学に課された課題となることはい

うまでもあるまい｡

これについて結論的に述べれば,社会学におけ

る地主一小作関係の特質の解明は,この関係自体

が小農経営の解体の帰結として成立するものであ

るから,農民層分解論を基礎的視角としなければ

ならない,と考える｡この小農の分解は,言 うま

でもなく,資本主義の生成 ･発展の視角からは,

資本蓄積の主要な一環として把握しうるものであ

る｡従って,先に述べたように,本源的蓄積段階

と資本主義的蓄積段階下の農民層分解を峻別し,

この過程で成立 ･変容する地主一小作関係の段階

的特質を明らかにすることが課題 となるのであ

る｡この点,菅野正の研究は,戟前の農民支配の

構造を ｢官僚制的支配｣と ｢地主名望家支配｣と

の結合 と背離の過程として捉える(12)が,端的に

は,農民層の位置づけが不明確であるために支配

の形態的把握にとどまり,支配の動態的構造を明

らかにしえていないように思われる｡我々は,磨

民層分解論を基礎視角とすることにより,第一に,

地主的支配を媒介に,｢農民の生活構造と国家体制

的支配とを統一的に把捉｣し,第二に,農民支配

を動態的 ･構造的に把握し,･第三に,この問題を

戦前戦後一貫して同じ視角から捉えることが可能

となるのである｡これは菅野氏自身が主張するこ

とでもあるのだが,ここで農村社会学にとっての

農民層分解論の意義を改めて強調 しておきた

い(13)0

だが,問題は戻るが,この農民層分解論をいか

に社会学的に実質化するのか,ということが重要

な点となる｡これについて述べれば,農民層分解

が家や家連合のあり方,そしてこれらを構成単位

とする村落を媒介としていかに変容 ･実現される

のか,ということが問われる必要がある,と考え

る｡以下,こうした視角を内在させ,しかも農村

社会学における地主制研究の古典たる地位を占め

る有賀喜左衛門の研究を中心に取上げ,その方法

的問題に限 り若干の検討を加え,本稿の視角を明

示していこう｡

有賀は,1933-34年にかけて ｢名子の賦役一小

作料の原義｣を雑誌に発表する｡これは大幅な改

訂を受けて 『農村社会研究一名子の賦役』として

出版され,さらに,43年の 『日本家族制度と小作

制度』として集大成された｡この過程で及川宏 ･

喜多野清一らの新たな知見をふまえて,自らの家

と同族の社会学理論を彫琢していったことは周知

のことであろう｡

この理論の精致化の過程の検討自体重要な問題
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である(川が,ここでは社会学の見地に立つ地主一

小作関係分析の礎石を築いた点に注目したい｡つ

まり,有賀は,当時の日本資本主義論争,とくに

封建地代論争への積極的な参格を意図して先の諸

論稿を発表したが,同時に彼は,小作慣行につい

ての経済学 ･法学的研究への批判をとうして,社

会学的研究の自らの立場を鮮明に打ち出していっ

たのである｡

そこでの有賀の批判は,第一に,｢支配的小作形

態｣と ｢特殊的小作形態｣とを過度に一般化する

方法に向けられた｡より具体的に明示すれば,小

作慣行の本質を ｢現在支配的な小作形態｣のみを

論じることで解明しようとする労農派と,名子の

賦役という｢残存｣｢痕跡｣的な ｢特殊小作形態の

意味を一般化｣する講座派の両者の方法論的誤 り

を有賀は批判するのである(15)｡第二に,経済学や

法学の研究では,小作慣行の ｢諸形態における地

主小作人の関係を支配･被支配の関係に還元｣し,

この結果,｢地主小作人間にみられる広汎な社会関

係｣を視野におさめることがなかった,7というの

である(16)0

有賀にあっては,これに対して,小作慣行の本

質を探るために,｢残存｣｢痕跡｣的事象を第一義

的研究対象とし,これを歴史的瑚及法により瑚 り

つつ(17),小作慣行の ｢ある形態から他の形態が,

発展的契機において発生する社会的条件を明らか

にすることによって,諸形態の社会的歴史的な相

互関連を知る｣(18),という民族学的方法がとられ

た｡そこでの方法の特徴として次の三点を指摘で

きよう｡すなわち,第一に,第一義的研究対象を

｢残存｣あるいは｢痕跡｣的事象に求める点である｡

従って,日本資本主義論争の重要な論点となった

名子の賦役の評価をめぐる問題は,自らの方法論

を実証し,主張する上で格好のテーマとなったの

である｡第二に,いわゆる ｢社会関係の形態的把

捉｣という方法であり,第三に,小作制定を,そ

れが存立する社会的 ･経済的諸条件と関連させて

把捉するという視点である｡

この第一の点は,｢民族学の本願｣において既に

主張されていたことであるが,第二,第三の方法

的特徴は,経済学 ･法学的研究への批判を媒介と

して自らの方法的立場を社会学に据えたこととか

かわる｡すなわち,有賀は次のように,社会学に

固有の課題を社会関係の形態的把握におくことを

宣言する｡

｢特殊科学としての社会学において,その対象とす

るところは人間の存在形態としての社会関係を捉え

ることでなければならない｡社会関係の構造を形態

的に追求するところに目的ありとすれば,今ここで

は社会関係の一つとして小作慣行を形態的に研究し

て,その角度からその社会的歴史的関連を求め,し

かる後に民族的性格を理解 しようとするのであ

る｣O(19)

よく知られているように,有賀は社会関係とい

う概念に特殊な意味を合意させている｡ここでさ

らに引用を重ねて,彼の意図するところを探るこ

とにしよう｡

｢社会学概念としての社会関係を私は個人と集団

の相互媒介の形態と定義する｡社会関係に於ける生

成の側面では個人が創造的,歴史的に顕出し,完了

の側面では創造に非ず形成であり,個人に対し集団

乃至社会性が願出する｡それ故社会関係は歴史性と

社会性との相互媒介形態であると言い換える事が出

来る｡そこで個人の構造は常に個人的,社会的であ

るから,個人間の相互作用を通して見れば社会 (隻

団)は個人に外在すると同時に内在する｡かくの如

き緊密なる関係に於てこそ,初めて個人に対する社

会的強制が存する所以であり,かくの如き構造に於

いて社会関係を捉へる場合に真に現実的,具体的で

あると言ひ得る｣ (20)0

このように,社会関係を個人と個人の関係とし

てではなく,｢個人と集団の相互媒介の形態｣にお

いてとらえようとするところに有賀の特色があ

る｡ただし,ここでの ｢集団｣概念も一般に理解

されているものではなく,個人に対する全体,あ

るいはより具体的にいえば,｢個人が置かれている

社会的環境の総休｣という意味が内包されている

点に注意しなければならない (21)｡そうした内容を

ふまえれは,有賀のここでの強調は,社会関係を

抽象的 ･超歴史的個人間の相互作用としてではな

く,個人のおかれた歴史的 ･社会的諸条件との関

連で把捉すべきだ,という方法的態度におかれて

いた,といいうるのである｡

こうした問題意識や視角からの研究により,有
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賀は,小作料の原義-小作料の原初的形態を名子

の賦役に求め,しかも,それが ｢大家族の家内賦

役｣と関連するものであることを実証していった｡

今,その論旨を要約する余裕もないが,具体的な

分析においては,小作慣行の形態を村落の生活形

態との関連において捉え,しかも,この生活形態

の究明に際しては家あるいは家連合のあり方の分

析が重視された｡そのことにより,地主一小作関

係の支配 ･被支配関係は,｢より広汎な社会関係｣

との関連において理解される可能性が生まれたの

である｡そこには後の農村社会学における村落把

握の基本的方法,すなわち村落の構成単位として

家を措定し,この家々の連合のあり方をとうして

村落構造を理解するという方法が既に示されてお

り,今日においても高く評価されよう｡また,有賀

の封建地代論争をめぐる労農派 ･横座派批判は方

法的に正当なものも含むが,そこにいくつかの問

鼠点を内蔵させていたのではなかろうか｡

第-に,｢残存｣｢痕跡｣的事象を第一義的研究

対象とする民族学の方法は,一般的には,社会学

の方法とすることはできない｡我々は,まず,質

本蓄積との関連で特定の段階における家連合によ

り媒介される地主-小作という経済的 ･階級的関

係の存立構造を問題としなければならないのであ

る｡第二に,そもそも,具体的な地主一小作関係

の分析ではなく,その形態的把捉を起点とすると

ころに問題が残る｡しかも,この ｢社会関係の形

態的研究は, ともすれば,社会関係を,生産力の

発展に規定された特定の時期におけるものとして

ではなく,抽象的 ･超歴史的概念として扱 う｣(22),

という評価を受けるものであった｡実は,有賀の

方法的特徴の第三点として指摘したように,小作

制度の存立を規定する社会的諸条件の解明は,柳

田民族学から出発し,これを越えるために彼自身

強調したところであったのである｡しかし,端的

にいえは,社会的諸条件の綜体を生活意識と等置

することにより,後には生活意識にかわり民族的

性格を強調することにより,社会学的究明の努力

は放棄されていったのである(24)0

この点,有賀理論の止揚を意図した中村吉治ら

の周到な実証では,｢生産条件を除外して,生産構

造である意味を離れて,家を考えても,社会構造

の中の家とはされない｣(25),という視点が貫ぬか

れている｡つまり,村落における農耕地をはじめ

とした生産諸条件,家連合にはいる家々の農業生

産諸条件のあり方が具体的な分析の基礎に据えら

れた｡そのことにより,水利,山林,耕地という

生産手段を単位とする労働組織の重層性と歴史的

特質が浮きぼりにされている｡これは有賀の具体

的分析に欠落していた点であり,社会学的分析が

これに学はねばならないことは言うまでもない｡

第三の問題として指摘しておかなければならな

いのは,有賀が,地主的支配の根拠を土地所有関

係に求めるのではなく,もっぱら同族的系譜の本

支という身分的関係に求めている点である｡しか

も,そこでは本家-地主と分家-小作という関係

が前提されている｡これは,｢地主たる地位は身分

的観念にほかならぬのであって,新しく生じた地

主でも古い身分関係を必然的に継東する｣(26),と

の主張に結びつく｡無論,地主による共同体的支

配が身分関係と相即して,あるいは結合して農民

に対する支配を安定たらしめることは多い｡中村

らの分析では,労働組織に入る家々には位置づけ

の軽重があり,これが身分階層と密接な対応関係

を示すことを実証しているが,しかし,この対応

が固定したものでないことはいうまでもない｡だ

から土地所有に基づ く階級関係と身分的関係と

は,一応峻別されねばならないのである｡我々は,

有賀の批判にもかかわらず,地主一小作関係を,

基本的には,支配 ･被支配関係としてとらえる｡

この関係は,土地所有に基づき小作料収取に結果

する階級関係に他ならぬが,それが具体的な支

配 ･被支配関係として現象するには,家と家の身

分的関係,他の社会関係が媒介することになろう｡

地主的支配における土地所有と身分階層の関連の

あり方を具体的にとらえ,その段階的特質を明ら

かにする必要があるのである｡

本稿の課題と方法 以上,不十分であるが有賀

の研究を中心とする検討のまとめをとうして,本

稿の課題と方法を簡単に述べておこう｡

まず,第一に,小作慣行の形態的分析からでは

なく,地主一小作関係の具体的分析を出発点とし

なければならない｡しかも,その｢原義｣-原初的

形態を ｢残存｣｢痕跡｣的事象を手がかりとして歴

史的に潮及するというのではなく,特定の段階に

おける地主一小作関係の存立構造を解明すること
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からはじめる｡先に述べたように,地主制を日本

資本主義の構造的一環 として捉え,農民層分解論

を基礎視角とすることからすれば,源蓄期および

資本主義的蓄積段階の地主一小作関係の存立構造

とその変容が問題となる｡

第二に,有賀の方法のように,地主一小作関係

を家と家の関係として把捉する必要があるが,こ

の織 り成す社会関係を特定の段階における生産諸

条件に規定されたものとして考察しなければなら

ない｡ここで生産諸条件という場合でも,一般的

な方法的態度の指摘にとどまるわけにはいかな

い｡私は,とりわけ地主経営の経済的構造分析が

重要な基礎に据えられねばならない,と考える｡

この分析を基礎 として,農民層の分解が,地主経

営の性格の変化や農民的経営の発展 (これ自体が

地主の家との社会的家関係にどうかかわるのか問

題 となるが)により,さらに,これら地主の家と

小作農 との家関係の変化によりいかに媒介され,

変容を受けつつ実現されるのか,ということを展

望しつつ具体的 ･歴史的に考察しなければならな

いのである｡

第三に,地主支配における土地所有関係と身分

階層との関連を具体的に把捉し,その段階的特質

を明らかにする,こうした方法を貫ぬく必要があ

ろう｡そして,こうして明らかにされた地主支配

の構造は,より広い農村社会における支配機構の

綜合的な展望の中に位置づけ評価されるべきだろ

う｡この点は,有賀は無論,中村らの研究におい

ても残された課題だったのである｡

本稿では,こうした視角による地主の家と小作

農の家関係の分析をとうして,大正期における地

主一小作関係の特質を解明することに課題を限定

したい｡同時に,先の経済史における研究で指摘

された地域類型を考慮し,事例として,山形の庄

内,宮城県の大崎地方 と並んで｢千町歩地主地帯｣

｢大地主地帯｣として特徴づけられる新潟県北蒲原

郡中浦村の地主田中家を中心に取 り上げる｡考察

では,まず,中浦村の農業生産 と地主的土地所有

の地域的特徴 と小作農家層の経済的 ･社会的性格

を把捉 し,次に,田中家の家の概要 と地主経営の

構造の分析をふまえ,最後に,大正期の田中家を中

心に結ばれる労働組織 ･生活組織の考察をとうし

て,この期の地主一小作関係の特質を明らかにし

よう｡
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之 ｢有賀社会学にみる生活把握の方法｣(r東京教

育大学社会学研究室r現代社会の実証的研究｣1977
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ⅠⅠ 中浦村における地主制 と農民諸層の動向

1 調査対象地 の概要

調査対象地 となる新潟県北蒲原郡中浦村 (現豊

浦町)は,郡の中心地,新発田市に隣接する東西

6.4km,南北9.3km,総面積63.39kntに及ぶ典型的農

村地帯である｡図 1にみるように,村の南東には

真木山 (標高92.0m),本田山 (同124.5m)を負

い,両山の麓から東部にかけては一般に標高は高

いが, これから漸次低減 して西の端に位置す る乗

過,三 ツ倒,天王部落付近で福島潟に臨んでいる｡

こうした土地条件の もとにあるため,一般に低

湿地であるといわれるが,村内において も福島潟

あるいはこれに注 ぐ河川 との接触の程度により水

利事情 も異な り,中浦村においても農業生産の条

件はずいぶんと異なるものがあった｡ とくに福島

潟縁の諸部落を中心 とする西部地域は水害常襲地

帯であ り,水 との苦闘の中で稲作農業を展開 して

きた｡ これに対 して, ここで中心に取上げる地主

田中家の居村 となる小坂部落は,県道新発田一水

原線から奥 まった村の東南に位置 し,従 って,標
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高 も比較的高い ことか ら,生産力 も安定 し,畑面

積 も村内では相対的に比率が高い｡

以下,叙述の優のために行政区画の変遷を辿 る

と,図 2のよ うになる｡中浦村に属す る地域は,

古 くは豊田の荘 と称 し東大寺領であったが,慶長

3(1598)年 に新発田溝 口氏の所領 となっている｡

小坂は現行の小坂 と動木橋 よ り構成 されていた

が,現行の行政区は,藩政期にはほぼそれぞれ独

立 した小村であった｡明治以降かな り複雑な変遷

を辿 っているが,明治22年の市制町村制 による天

王村,中浦村,荒橋村の三村か ら, さらに明治34

年 これ らが合併 し中浦村 となっている｡

2 農業生 産 の特 徴 と農民層 分解

中浦村の全産業に占める農業-の依存度は,北

蒲原郡全体 と比 しても著 しく高い｡ まず, この中

浦村の農業生産の地域的特質を明 らかにし,次に,

大正期を中心に農民層分解 の動向を統計的に把捉

しておこ う｡

明治35年 における中浦 村の地 目別構成 をみ る

と,第一に,田1,375.5町,畑165.0町 と,耕地革

97.6%, うち水田化率81.8%を占め,稲作単作型

の生産形態を志向し,米を唯一の商品とす る新潟

県の平場農村の典型的姿 を示 している｡ しか し,

第二に, この水田の99.8%が湿田で,農業生産 の

基盤が脆弱であ ったとい うことが特徴 として指摘

できる｡このため明治末期か ら大正初めにかけて,

地主による耕地整理 と農 事改良が農業生産の大 き

な課題 とな り,これを契機 として小作争議が展開さ

れるようになる｡第三に,中浦村の明治36-40年

の平均反収は1.39石で,生産力は低 く不安定で,

図 2 中浦村 ･豊浦町行政区画の変遷

触冶 5年大区-小区制 の 頃2i'21 芸 書芸 l芸莞 23大区 22大区 23大区 課

小 3区 小 8区 小 3区 ー

裏書漆 芸墓室≡≡叢 ≡嚢董≡喜妄言喜詣 端 妻接 喜≡≡

｣ ′ _ヽ________J I-ヽ _ヽ_J lヽl.･...J ～___- ′｣ ノ〕松平 ｣ ′ _ヽ____._____′
小友組用掛 (小坂組 )発町組).用掛 用戸 用掛広[百合 (吉浦組 )用掛細野弥蔵 用掛 刈谷政次 用掛∫

丹 治用掛'田中三保平今井会次 掛長 蔵 用船 ､ 戸長 戸長 〝 用掛

与五白貯 弓 戸長 林犬｢井畝 与井右衛佐 蒔 〝戸長 〝 ▲細野弥蔵 脚 β
明治5年(小 坂 組) 明治11.年 (吉 柿 組) 男鹿悪 ン斉成雄三
戸長 田中佐保平 門門 吉浦村列11村 戸長 出村供平

明治17年 荒町村外11ケ村 吉浦村外10ケ村 本田村外 9ケ村 申滝J赤浦小声太藤赤大小二荒切 池万加竹 乙 書下中東中三三三 天新 天 岡月 本

改定戸長役場所轄 芸新坂≡≡芸橋芸坂芸町梅 ツ堂 孟代芸芸 次 .浦詣 姐ノ孟ツ義 璃 冨岡 田 ノ沢
区 域 田田村田田田村田村村村村 村 田村村村村 村 村村村村目村捌田 王村 田 村村 村 通村

浦 三 新 (18.4.6
新S ツ 川
田(17.4.13) 村捌 村

簡曹松浦村 荒 橋 村 中 浦 村 l 天 王 村 巨 - 山負村中 浦 村

注 ;町史編纂委員会 ｢行政区画の変遷と天王小学校の沿革調査｣より引用｡
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県や郡と比較 して低率であったが,地主的農事改

良の浸透とともに生産力の上昇がみられた.

中浦村の農業は稲作経営を中心としてきたが,

畑作はどうであろうか｡衰1の畑の作目別作付面

積構成の推移をみると,時期面 こ盛衰はあるが,

大豆を中心とする食用農産物などの自給的性格の

強い作目の比率が一貫して高い｡商品作物として

の米の役割は大きなものがあったと推察されるの

である｡

次に,このような特徴をもつ農業生産を主体的

に担 う農民諸層の動向を,とくに,大正期に焦点

を据えて辿ってみよう｡

表1 畑作物の作物別作付面積推移

(単位 :皮)

明治45大正5 大正10昭和元 昭和5

麦 類 139 135 64 39 30

大 麦 50 63 40 16 10

小 麦 89 72 24 20 14

秩 -麦 0 0 0 3 6

食用農作物 756 804 698 547 1.189

大 豆 446 420 517 343 601

甘藷 馬持誓 28 189 79 102 128

な た ね 156 93 78 97 450

そ ば 126 102 24 5 10

戎 菜 類 394 400 243 297 371

大 根 270 253 149 176 196

な す 91 87 48 55 62

きゅう り 14 25 23 30 43

白 . 菜 13 14 12 6 10

そ の 他 6 21 ll 30 60

果 樹 6 ll 0 0 0
慕 136 126 89 61 28

注;豊浦町役場資料より作成,

資料的に十分ではないが,表 2の明治34年の所

有規模別農家構成をみると,無所有農家が65%を

越え(このうち宅地さえ持たない農家が750戸を数

えていることに注目する必要があろう),さらに五

反未満層を加えると,実に85%の極零細農家が滞

留していることがわかる｡他方,20町以上を所有

するわずか4家 (0.3%)の地主が,自村民所有地

全体の約 4割を所有しており,実に激しく両極分

解の進展していることが窺えよう｡

かかる特徴を,表 3地小作地別反別構成により

各郡と比較して補い,同時に,その推移をつかん

でおこう｡これによると,大正6年の数値で地主

的土地所有の進展度を示す小作地率は,実に92.4

%となり,極限に達したかの観さえある｡これは

県や当時最も地主的土地所有の進展していた北蒲

原郡全体 と比 しても極わ立った高い数値である

が,しかも,以後小作地率の漸増する県や停滞を

示す郡とは対称的に,大正12年までのわずか6年

間に小作地率が10%ほど激減していることが特徴

的である｡

この動向は自小作別農家構成にも端的にあらわ

れている｡表 4のように,起点となる大正 6年に

おいて,小作農家率74.1%は県の2倍,逆に,自

小作農家率および自作農家率は,それぞれ県の4

分の1と2分の 1しか占めていない｡この農家構

成の動向も先 と同様にみておくと,大正 6-12年

を焦点としてみれば,自作農家は実数で50-55戸

とほぼ一貫して変化はみられない｡これと対照的

な変化は,小作農家の約20%ほどの激減 と自小作

農家が逆に21.0%から37.9%-約17%その構成を

増していることであろう｡しかし,両者の実戸数

を相殺するとわかるが,140戸の減少がみられ,こ

れは農村雑業層や小作零細農の離農-賃労働化者

が激しく進展したものと推測できる｡

表2 所有規模別農家構成

(単位:皮)

0- 5 5..-1010- 1515- 2020′-一3030- 5050-100100J200200.-. 所有ナシ 計

習 p-%&30 253 56 41 15 31 19 14 13 4 851 1.29719.5 4.3 3.2 1.2 2_4 1.5 1.1 1.0 0.3 65.6 100

,q p%& 245 52 37 17 31 19 15 ll 4 848 1,27919.2 4.1 2.9 1.3 2.4 1.5 1.2 0.9 0.3 66.3 100

症; ｢中浦村村是調査書｣より作成,
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表 3 地小作地別反別構成の推移

新 潟 県 北 蒲 原 中 晴 村

自 作 小 作 自 作 小 作 自 作 小 作 討

大正 6 % % % % 反 105.5 1,287.5 1,393.0
40.6 59.4 25.7 74.3 % 7.6 92,4 100

8 39.9 60.1 26.0 74,0 反 117.5 I,287.0 1,404.5
% 8.4 91.6 100

12 40.0 60.0 27.2 72.8 反 269.7 1,140.5 1,410,2
% 19tl 80.9 100

昭和 5 37.2 62.8 25.1 74.9 反 241.5 1,145.4 1,386.9
% 17.4 82.6 100

7 37.7 62.3 25.6 74.4 反 287.9 1.130.1 1,418.0
% 20.3 79.7 loo

ll 39.9 60.1 26.9 73.1 反 295.5 1,122.5 1.418.0
% 20.8 79.2 100

14 40.6 59.4 27.8 72.2 反 359.2 1.058.8 1,418_0
% 25.3 74.7 loo

20 49.4 50.6 39.9 60.1 反 515.6 1,031.0 1.546.7
% 33.3 66.7 100

25 93.4 6.6 96.5 3.5 反 1.519.7 26.6 1,546.3

注;'｢新潟県統封書｣および ｢中浦村村会議事録｣より作成｡

表4 日小作別農家構成の推移

新 潟 県 北 蒲 原 中 楕 村

自作 白.小 小作 自作 白.小 小 作 自 作 白 .小 小 作 農 家 .,fi

大正6 % % % % % % 戸 50 213 752 1.015
22.8 43.▲ 34.0 13.5 36.8 49.6 % 4,9 21.0 74.1

8 23.0 42.5 34.6 13.5 36.8 49.7 + 5 555.8 + 63 27629.2 - 138 61465,0 - 70 945

12 23.6 42.1 34.3 14.2 34.8 51.0 - 1 546.2 + 51 33037.9 - 128 48655.9 - 76 870

昭和5 24.0 44.0 32.0 14.1 42.3 43.6 - 4 505.7 + 62 39244.4 - 45 44149.9 + 13 883

7 24.3 43.9 31.8 13ー8 40.1 43.0 ±0 505.9 - 40 35241.3 + 9 45052.8 一一31 852

ll 23.7 43.9 32.4 13.1 44.2 42.7 + 5 556.2 + 14 36641.4 + 13 46352.4 + 32 884

良 ;'｢新潟県統封書｣および ｢中浦村村会議事録｣より作成.
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これは表 5の現住人口･戸数の推移にも読みと

れよう｡明治末年から増加してきた現住人口･戸

数ともに,大正6年を鏡に,絶対的 ･相対的に減

少し,郡の動向とは対照的な動きを示す｡また,

村からの流出率も大正 6年の9.8%から大正10年

の18.6%に急増し,村内に限っても兼業化が著し

く深化しているのである｡つまり,この大正期に

農民層内部の構成や性格に大きな変化が顕在化し

たのであり,具体的には,労働市場の展開ととも

に,停滞的過剰人口として地主 ･自小作上層の年

雇 ･日雇として依存する農村雑業層-飯米購入小

作層(1)の一定部分が,一部は滞留し,また,一部は

窮乏化を深めて都市賃労働者への傾斜を強めてい

ったと思われるのである｡

次に,経営規模別農家構成をみておこう｡蓑6

である｡これにみるように,中浦村の農家経営面

積は,県や郡と比較して規模が大きい｡五反未満

の比率が少なく,2-3町の上層農家の配分が高

いのである｡このことは第-に,所有と経営が極

端に分離していることを示している｡さらに,中

浦村の第二の特徴は,北蒲原郡においては大正-

昭和初年代にかけて1-2町の増大と五反未満零

蓑5 現在人口･戸数および流出率の推移

本籍人口 現 住 人 口 流出率 現 住 戸 数 北浦現住戸 数 比i;31 男 女 実 数 比

肺 30 人 人 人 人 % 戸 % %? 5,543 2,782 2.761 ? 1,047 91.5 ?

44 ? 6,207 3,122 3,085 ? 1.008 96_9 ?
大正 2 7,615 7,039 3.500 3,539 7.6 1.144 100.0 100.0

6 8,104 7,310 3,654 3,656 9.8 1.150 100.5 100.1

8 8.105 6.851 3,419 3,432 15.5 1,130 98.8 100.4

10 8,105 6,601 3,419 3.185 18.6 1,133 99.0 101_3

12 8,291 6,757 3,517 3,240 18.5 1,137 99.4 102.2

昭和 3 8.563 7,327 3,808 3,519 14.4 I.131 93.9 105.1

6 8.643 7,176 3.686 3,490 17.0 1,130 99.3 100.9

9 8.836 7,262 3.724 3,538 21.7 1,151 100.5 108.7

12 9,327 7.276 3,546 3,730 20._0 1,155 101.0 109.7

16 9,830 7.328 3,597 3,781 25.4 1,143 99.9 110.7

20 ? 8.398 3.796 4,501 ? 1.313 114.8 129.2

22 ? 8,569 4,079 4,490 ? 1,360 118.9 112.7

注; ｢新潟県統言1書｣より作成｡

表 6 経営規模別農家構成の推移

(単位 :% )

新 潟 県 北 蒲 原 中 浦 村

0--5 5-1010-2020-3030-皮0--55-1010.-ノ2020-3030-皮0< 5-101α--2020-3030-皮

明治43 15.3 14.6 39.3 24.●5 6.3

大正 5 36.4 30.6 29.1 10.8 3.0 19.4 21.1 34.3 20ー1 5.1 13.7 13.9 39.1 26.9 6.3

15 25ー0 30.9 30.6 10.9 2.5 15_0 19.9 39.0 20.5 5.2 14.3 14.0 38.5 26.9 6,4

昭和 5 26.3 29.8 31.6 10.0 2.3 15.4 18.8 41.0 19.5 4.9 14.0 15.5 37.8 25.7 6.9

lO 27.0 27.9 31.0 9.7 2.4 17_1 19.4 39.9 18.1 5.4 14.5 15.7 37,5 25.2 7.1

13 26.6 29.1 31.9 9.9 2.5 19.1 19.9 37.6 18.6 4.9 15.0 15.4 36,8 25.7 7.2

22 26.8 31.6 31.5 5.9 4.1 18.7 20.4 40.7 12.1 8.6 17ー5 15.7 35.0 25.0 7.0

注; ｢新潟県統副書｣および｢中浦村村会議事掠｣より作成｡
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細農家の減少 という ｢中農標準化傾向｣がみられ

るが,明治末にややこうした傾向を示すものの大

正期にはみられない,ということである｡

以上簡単にみてきたように,大正期における農

民層分解は,当時において既に地主-小作分解と

いう形態が極限に達し,小作農民層の自小作層-

の前進的上昇 と都市賃労働者の析出(2)という ｢両

極｣的分解が主要な形態となってきたことを示して

いる｡これは,中浦村の農民層分解が資本主義的な

人口法則に包摂されてきたことを意味するが,上

向 ･下向のいずれの場合にも,さしあたり統計的

には,地主層からの小作農民の自立化が進んでい

ることを察知できる｡こうした分解の動向は,也

主との家関係をとうしてどのように具体的に展開

しているであろうか｡これをみる前に,農民層の

対極に位置する中浦村の地主制の特徴をつかんで

おこう｡

3 地主的土地所有の諸相 と特質

北蒲原郡の地主制は,新潟県における地主的土

地所有の根幹をなす,といわれる｡それは,千町

歩地主という大地主の存在,早期確立性,土地の

集中性という3つの特徴に総括できよう｡これと

の関連で中浦村の地主制の特質と地主による土地

集積過程の若干を考察しておこう｡

表 7は,中浦村に居住する10町以上の地主によ

る土地集積の推移を示している｡これを所有規模

に応じて,第一層･千町歩地主の市島家,第二層･

細野,野村,田中の3家 (これらを下級大地主と

呼んでおこ●ぅ),最後に第三層･10町前後の中小地

主,に分けておこう｡中浦村においても市島家と

いう千町歩大地主の存在を確認できるが,土地所

有規模だけをとっても実に多様な地主が存在して

いることに注目したい｡それぞれ,支配機構にお

ける位置づけも,その支配の形態も異なるのだが,

千町歩地主の市島家とここでは田中家との比較と

いうことを念頭において,同じ第二層 ･下級大地

主の細野家を取上げて,中浦村内の土地集積過程

に問題を限定し,その特散を明らかにしておこう｡

千̀町歩地主市島家の土地集積(3) まず,中浦村

の地主制の頂点に立つ千町歩地主市島家を取上げ

て,この中浦村における土地集積の過程を簡単に

概観しよう｡とくに藩政期における地主による土

地集積については,他の地主が不明なことから,

市島家の時期的特質から推察することになろう｡

蓑7 中浦村内10町以上地主の土地所有推移

(単位 :町 )

明治 4年 明治25年 明治40年 大正10年 ` 昭和 4年 昭和20年

市島 岳次郎 天 王 1,867.00 1,248.81 1.273.00 1.405.00 1.257.00 1,031,00

細 野 弥 蔵 下中ノ目 117.44 116.29 133.90 134.45 115.48 68.32

岩 淵 義 美 中ノ日新田 32.03

野 村 書 直 吉 浦 36.18 25.58 47.10 62.98 64.63 62.71

田中九長 次 小 坂 24.55 19.61 61.27 57.75 34.69

堀 川 静 司 池 端 18.97 19.55 8.09 5.81

柿 崎 静 弥 ′′ 16.94 16.02 ll.55 4.48

村山 歯太郎 竹ノ花 16.32 14.89

本 間 荻 松 赤 橋 12.48 13.78 ▲4.55 10.41

榎木彦十郎 吉 浦 12.63 10.28

須戸門次郎 下中ノ日 12.80 ll.44 14.32 12.50

田中作五 郎 中ノ目新田 15.77 10.43 15.13 4.41

小 林 茂 ? 10.25

細 野 益 三 中ノ 目 10.08 9.47 7.34

注;1)F改革史資料5.6.7.JF千町歩地主市島家の構造｣より作成,

2)③ 岩淵は転出｡
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市島家の発祥の地は,丹波国氷上郡市島村と伝

えられ,遠祖 ･治兵衛の代に溝口氏の士分御用達

として仕え,慶長 3年の溝口氏の移封とともに,

北蒲原郡五十公野に来任した といわれる｡2代嘉

右衛門の代に水原に居を移し,農業の傍ら薬問屋

として財をなし;後に貿易も手掛けながら土地を

集積していった｡

この市島家の土地集積が最 も進展 したのは,

1790年から1800年初頭にかけてで,この頃より少

し前の3代書右衛門 (南山)の代には,嘉や大阪

との取引きを行う薬問屋として成長し,集積も三

千石に達していた｡次の4代徳次郎の代には,薬

の他に海産物,金物の取引きを加え,さらに,慕

府や新発田藩等への武家金融を行 うまでとなり,

この利得を土地集積に投下することにより彼の晩

年には七千石に急増している｡後に下って,7代

目徳次郎 (宗輔)の代に,水原の屋敷が焼失した

のを機に,これを郡役所として献上し,現在の天

王に明治10年居を構えたのである｡

以上のような幕末一明治期までの土地集積の全

体像をつかむものが表8である｡これは質流れ証

文の集計により集積過程をみたものだが,一見し

てわかるように,4代目徳次郎の代,1780-1800

年初頭にかけて急速な土地集積のあったことが察

知できる｡これは,天明の大飢薩からそれに続 く

凶作 ･災害による農民層の絶対的窮乏化の進行を

背景としてお り,1830年以降の集積は少なくなっ

ており,農家経済は比較的安定していたと思われ

る｡ここで土地集積の地域的分布についても述べ

ておくと,新発田藩は浜通 り,山通 り,島通 りの

3つに区分されていたが,市島家はその土地の80

%以上を中浦村を含む島通 りに所持していた｡こ

の地域は,その名のとおり常襲水害地帯であり,

沼潟を改良した開田地帯として特徴づけられる｡

そのために特殊な小作慣行もみられたが,市島家

は,急速に地主的統制を強めつつ経営を強化して

ゆく｡

次に,これを中浦村に限って考察を加えよう｡

それにより,中浦村の藩政期における農民層の土

地喪失過程を推測しようというのである｡

表 9は,市島家の中浦村における各大字の土地

所有の推移を示している｡寛政 2年 (1790年)に

紘,福島潟縁の諸部落に,具体的には,天王に16

(年代)

1705

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1800

10

20

30

40

50

60

1870

表8 市島家の藩政期における土地集積

10 20 30 40 50 60 70

(集積件数 )
注;｢市島家支署｣より引用｡

町4反 1畝,三ツ例に6町4反余,三ツ倒新田(現

福島部落)に1町7反,中ノ目新田に9町1反6

歩をそれぞれ所有していた｡つまり,全体では33

町6反2畝 7歩の小作地を既に所有していたこと

になる｡

これから大分時期は下るが,明治10年の数値を

みると,天王は33町余に2倍,三ツ例が3.4倍,三

ツ倒新田2.3倍,中ノ目新田1.9倍と,ほぼ2倍か

ら3倍に延ばし,新たに加えた乗廻,吉浦の分を
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含めると,合わせて84町 5反 5畝 1歩に達してい

る｡しかし,この間に,例えは三ツ刷の保有高は

1830年の106.1石から幕末の250石と約 2倍以上に

増大しており,生産力の上昇を考慮しても,比率

的な延びはそれほどではないようだ｡

それ以後,明治20年には154町 4反 7畝 3歩と,

この10年間に約70町余の集積があることに注 目し

たい｡しかも,この集積では,従来の福島潟縁の

地域に限られていたのが,東部諸部落-の拡大が

みられるとい う質的変化がある｡こうした中浦村

における拡大の特徴に,不在地主として集積 して

いた頃とは異なる居村-の配慮が窺えよう｡以後,

表10のように明治35年には162町余,同41年167町

余と停滞を示 しており,中浦村における市島家の

集積は,明治20年までにほぼ終っている,といえ

よう｡そして,これと市島家の明治維新から10年

頃までには土地を手放すことがほとんどみられぬ

ことを勘案すると,幕末には,少なくとも85町前

後の土地集積に達 していた とい うことがで きよ

う｡

さて,我々の次の課題は,中浦村における藩政

期の集積がどのようなものであったのかを把捉す

ることにある｡このため先の質流証文のうちから

中浦村分だけを抜き出し,1757年から20年間ごと

に集計してみたのが表11である｡それによると,

宝暦 7(1757)年一明和 6 (1779)年までの20年

間に4町 5反 6畝 7歩を集積するが,次の20年間,

すなわち寛政 9(1797)年までに,実に3倍の15

町 3反 4歩を集積していることがわかる｡そして,

表 9 市島家の中浦村内の各大字別土地所有推移
(単位:町)

安政 3年 明治~10年 明治24年

天 王 16.413 33.320 45.266

三 ツ 倒 6.418 21.713 27.535

三ツ倒新田 1.690 3.815 13.675

中ノ目新田 9.106 16.954 20.283

乗 坦 8.713 10.207

古 橋 0.36 0.592

そ の 他 48.125

症;F千町歩地主市島家の構造｣およびF市島家文書｣よ

り作成｡

表 10 市島家の中浦村における

地目別土地所有の推移

(単位:町)

明治20 明治24 明治35 明治41 昭和 22

田 114.827130.337123.193125.483104.630

畑 37_082 25.365 26.063 25.272

宅 地 1.112 5.900 8.150 8.512

山 林 2.511 2.982

原 野 2.091 2,411

池 沼 0.005 2.800

その他 1.452 4.041

江;F千町歩地主市島家の構造jより作成｡

表 11 市島家の中浦村内におけ

る藩政期の土地集積過程

(単位:町)

時 期 集 積 面 積

1757- 1777年 4.567

1778- 1797年 15.304

1798- 1817年 7.789

1818- 1865年 0.425

注;F市島家文書』より作成｡

寛政10(1798)年一文化14(1817)年の 7町 7反

8畝 9歩の後,明治に至るまで集積はないに等 し

いのである｡ここで,先にみたように,市島家の

中浦村内における土地所有規模が最初にわかる

1790年の数値10町前後 ということを勘案すれば,

表の質流証文の集計による数値は,実数値の約 3

分の 1を表わしているとみてよいであろうか｡従

って,結論として,中浦村における幕末までの集

積面積85町余は,1778-1817年の約40年間に集積

されたと考えることができる｡

市島家についての以上の考察から,次のように

総括することができよう｡つまり,中浦村におけ

る土地集積,従って農民層の土地喪失は,2つの

画期をもって急速に進んだ｡第 1期は,1790-1820

年頃までの藩政期末における集積であり,地域的

には福島潟縁の諸部落がこれにあたる｡このこと

は,地主的土地所有が浸透するだけの生産力の上

昇がみられたことを意味するが,同時に,それが

不安定であったことを示 している｡飢箆や凶作 ･
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災害を契機とする絶対的窮乏化により農民層は土

地を手放さざるをえなかったのである｡これに対

して,比較的生産力の安定した東部地域において

は,集掛 ま市島家が中浦村を居村と定めて以降の

ことであり,第二の明治10-20年までの時期がこ

れにあたる｡いずれにせよ,中浦村における地主

制の形成は,比較的早いことを確認できよう｡

下級大地主細野家の土地集積 村落における地

主的支配の構造を問題とするなら,村落とのかか

わ りの深い第二層の在村地主が重要であろう｡こ

れについて古島敏雄は,｢古い歴史をもつ在村の寄

生地主として,単に関係小作人という範囲ではな

く,一つの集落単位 としてその村を強く常握する

条件をもち続けてきた｣(4),という｡田中家を事例

とする意図もこの具体的条件を解明することにあ

るのだが,ここでは田中家との比較の意味から,

村のはば中央の下中ノ目に居住する細野家を取上

げて,その土地集積過程とこの特質について考察

を進めることにしよう｡細野家は,系譜的にみれ

ば藩政期には名主,明治に入っても用掛,戸長等

を歴任し,後には県会の副議長に就任するなど,

かなりの政治力を有することを前もって念頭に入

れておきたい｡

この細野家の土地所有規模が最初に判明するの

は明治4年である｡当時で既に100町を越え,地主

的基礎の古きを窺わせる｡残念ながら藩政期にお

ける土地集積を確認することはできない｡市島家

の集積から間接的に推定するほかはないが,はば

同時期に土地集積をとげたのではないだろうか｡

しかも,この要因は,この下中ノ目を含む福島潟

縁西部の各村が,福島潟開墾によって正保以降の

時期に ｢附近 ノ村民ノ漸次-開拓移住シテ部落ヲ

造 り村邑ヲ成｣(6)したものであるから,この過程で

成立した封建的小農が,経済的基盤の幼弱さと領

主の貨幣要求や凶作 ･水害を突放として窮乏化す

ることに求められよう｡

こうした領主支配の下における農民層の早期の

土地喪失ゆえに,一般には,集積者は同一村居住

者に限られ,土地の集中性という特徴を示すこと

になる,といわれる｡これを表12で確認しよう｡

一見して察知できるように,自己の居村下中ノ目

に土地所有が集中し,それ以外も隣接する諸部落

にほほ限られている｡このような明瞭な土地集積

の集中性という特徴は,逆に,細野家の地主とし

ての成立の事情を傍証するものといえよう｡

次に,蓑13の地目別土地面積の推移をみると,

そこからいくつかの画期が析出できる｡第一に,

明治40年を境とする時期である｡漸次土地を集積

し,明治36年に144.6町と頂点に達している｡_この

時期は,資本主義の発展とこれに伴 う米穀市場の

高度化により産米改良を強いられ,農事改良をめ

ぐり地主的支配が貫ぬく形で行政組織や農会をは

じめとする農政諸団体の整備と機能的連繋をはか

りつつ,地主的支配機構の完成をみた時期である｡

細野家でもこれに対応し,｢農事改良同盟会｣を阻

殺 し,小作料の内包的拡大と小作人の組織化を意

図して活発に活動を展開していた｡しかし,この

40年頃から大正初年の間に129町にまで減少し,中

浦村全体よりもやや早 く停滞現象を示 している｡

第二に,大正10年から昭和初年代にかけての減

少が顕著である｡この要因は,いうまでもなく小

作争議にあるが,内部的により詳細にみると,昭

和 3年までの絶対的減少は自分の下中ノ日部落の

ものであり,逆に,争議の一段落する昭和 6年ま

でに全体で13町を増やすが,同時期にも下中ノ目

ではさらに4町余減少が続いている｡ ここに小作

争議に対応し,自己の部落民に対する配慮と協調

をめざす細野家の姿勢が窺えよう｡

以上,市島家と細野家の分析を簡略にまとめて

おこう｡まず,第-に,地主制成立の早期性,土

地の集中性,そして大地主の存在,という3つの

特徴を実証できたかと思 う｡第二に,地主による

土地集積,逆にいえば,農民の土地喪失の画期は,

市島家の分析からは,藩政期の1790-1830年まで

蓑 12 細野家の大字別土地所有推移

(単位 :町)

自分の部落内 隣 接部 落 他 の村 内 村 ~外 孟1

大正 4 77.49 19.41 9.26 106.16

6 77.52 19.41 9.26 0.62 106.81

8 77.52 18.98 9.26 0.62 106.38

10 79.49 19.39 9.26 0.62 108.76

12 79.51 19.37 10.51 1.27 110.66

昭和 3 63.30 19.37 10.51 1.57 94.75

症 ;｢細野家文書｣より作成｡
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表 13 細野家の地目別土地所有推移

(単位 :皮 )

田 畑 山 林 原 野 雑種地 その他 引

明 治 34 1.110.685 85.757 1 37.961 10.235 1.244.638(100)

明 治 35 1,107.037 175.622 95.836 27.727 1,403.222(113)

明 治 36 1,120.754 167.919 157.562 1.446.235(116)

大 正 4 1.061.819 135.812 78.528 15.604 .117 .010 1,291.870(104)

大 正 6 1,068.183 169.422 64.913 18.164 .117 .010 1.320.815(106)

大 正 8 1.068.429 140.126 99.022 18.118 .117 .010 1.325.822(107)

大 正 10 1,087.628 139.684 98.714 17.938 .528 .010 1.344.502(108)一

大 正 12 1.106.690 129.713 13.856 .010 1,250.269(100)

昭 和 3 947.000 166.500 13.800 1.154.800(93)

注;｢細野家文書｣より作成｡

の時期と明治10-20年の2期に求められる｡そし

て市島家は以後停滞的となるが,下級大地主細野

家では,明治40年まで土地集積が進んだのはみた

如くである｡これから小作争議の展開とともに土

地集積は減少を示すようになっていった｡第三に,

藩政期と明治以降の集積地は,およそ村の西部と

東部という地域的対応がみられたことに注目して

おこう｡とこでは農民層の土地喪失の契故も異な

って,前者が飢僅 ･凶作 ･水害等による絶対的窮

乏であるのに対して,後者では,肥料購入をはじ

めとした商品経済の一層の浸透による,いわゆる

｢前向きの窮乏化｣に要田が求められるのである｡

田中家は,村の東部にあるが,後にこの土地集積過

程やその土地所有の特徴を考察し,市島家や細野

家に対する特質を創出しよう｡

4 小坂部落の状況 と農民層の性格

農民層の社会的 ･経済的性格 地主一小作関係

の特質を,地主と小作農民の家あるいは家連合関

係の分析から把捉しようとすれば,地主および小

作農民層の社会的 ･経済的性格を明らかにしてお

く必要があろう｡地主の家やその経営構造につい

ては次章で考察を加えることとして,ここでは田

中家と家連合を結ぶ小作農民層の家の性格を確定

表 14 小坂村 (小坂･動木橋)
階層別現 石高推 移

(単位:戸 )

1838年 1843年 1870年 1873年

1 斗 未 満 16 ll 18 18

1 .- 3 斗 24 27 20 20

3 - 5 斗 6 5 7 .7

5斗- 1石 10 7 4 4

1 - 2石 8 ll 8 8

2 - 5石 7 6 12 12

5 -.10石 6 5 2 2

rrI.～ ~f5石 0 0 2 2

15- 20石 2 2 1 1

注;資料は表 15の注を参風,
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しておこう｡

言 うまでもなく,家の社会的 ･経済的性格を規

定する基本的契機は土地所有にある｡しかし,こ

れは資料的に正確には知 りえない｡そこで1838年

以降の現石高の推移を考察することにより,階層

分化の傾向をそれも限られた範囲で推察せざるを

えない｡

蓑14は,小坂村における現石高の階層別構成の

推移を示している｡これによって変動を概観する

と,1843-1870年に顕著な変化が確認できる｡み

られるように,この期間に1-3斗の減少と一斗

未満層の顕著な増大,同時に,1-2石の減少と

2-5石屑の微増および20石以上の出現に,･｢両
極｣的分解の進展を察知できよう｡前もって述べ

ておけば,太線で囲った部分が田中家の位置する

階層を示している｡このように,1843年までは村

落における最上位層でなかったが,70年には23石

を越えて,他の農民層を陵駕する｡

この小坂村は,後に行政的には小坂と動木橋に

分かれ,これらが地理的にも離れていることから,

小坂の分だけを抜き出して個々の小作農家につい

てより詳細にみておく｡大正期にある家々につい

て,現石高の判明する分を抽出して作成したのが

蓑15である｡一目瞭然であろうが,全般的には変

化は少ない｡だが,個々の農家をみると全体の動

向と同様に1870年までに大きな変化がみられるも

のがある｡ とくに,今後田中家とともに中心的に

出てくる①の家は1.5斗から2石台に急増 し,逆

に,⑥が激減をみせていることを確認できる｡と

くに①についていえは,この現石高の急増は,級

の分析でみる田中家との密接な被護 ･奉仕の関係

からいって,田中家の急増とともに持高を増加さ

せたといえるのではなかろうか｡

しかし,この(丑の家とてもこれだけで生活しう

るわけではなく,小作関係が結ばれていたとみて

間違いない｡それだけでなく,このような農民層

の存在形態が可能であるためには,｢農民的貨幣経

済の発展が社会的分業を形成し,非農業的職業部

門,営業がっくり出され これが没落農民の放出

する労働力を小商人 ･職人 ･諸賃稼などとして吸

収｣(7)しうることが前提 となる｡これは小坂の場

令,どのような内容として展開されていただろう

か｡

その一端を表の(6)により確かめておこう｡これ

は明治15年 ｢諸職人調｣にあらわれた農業以外の

小商人･職人的活動である｡このうちの陶器職は,

会津本郷焼の流れをくむ小坂焼として近郷に知ら

れ,真木山に産する粘土と薪を利用して⑦ ⑳ ⑳の

3家が焼物に従事していた｡その他,小挽職 ･星

板葺職人への従事があるが,ここで注 目すべきは

米売買業であろう｡米穀市場が十分展開していな

い段階において,一般農民が唯一の商品である米

売買業に③ ④ G)⑫ ⑬の5家が従事しているので

ある｡しかし,その階層からいっても小作米や自

己の余剰米を販売するというのではなく,ごく零

細規模の中間的流通を担っていたと思われる｡

次に,個々の小作農民の身分階層をみておこう｡

表15の(1)は元治2(1865)年の ｢人別改帳｣に記

載された身分階層である｡これは近世の基本的｢身

分内の諸身分｣として様々な名称で呼ばれるもの

であるが,家を単位とするゆえに家格として現象

する｡ここでは,近世本百姓としての本家,これ

に従属したと思われる名子,間脇の3家格がみら

れ,各々15,10,24戸という構成になっている｡

先ほど述べたように,地主-小作関係とは,土

地貸借に基づき,小作料収取に結果する経済的 ･

階級的関係であり,これと身分階層的関係とは峻

別され,具体的に把握されねばならない｡この点,

第一に,田中家とこれらの家々の家格との関連に

ついていえは,田中家の名主としての来任は比較

的新 しく,小坂での分家は明治40代年の長三郎家

の分派を初発のこととするから関係はなかったと

みることができる｡第二に,身分階層と現石高の

階層との関連はどうであろうか｡これは表15のよ

うに,間脇に無高層がやや多いとはいえるが,歴

然とした相関はみられない｡例えは,一番系譜的

には従属性の強い間脇であっても10-15石台の家

がみられ,2-4石屑も4戸を数えること,小坂

部落に限っても,田中家を除くと間脇格の①の家

が最上位を占めていることにも明らかであろう｡

こうした身分階層序列と経済階層的序列との帝

離により,小坂では既に藩政期には本家だけでな

く名子 ･間脇をも村寄合の構成員た りえたし,時

には,重立として村の運営に実際たずさわっ七い

たのである｡つまり,近世における小農民の村落

における支配秩序として成立した身分階層秩序-
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表 15 小坂部落の農民別身分階層 ･現石高推移

(1) (2) (3) (4) (57 (6)

身 分 1838年 1843年 1870年 1873年 備 考

(∋ 山形松次郎 間 脇 石 合 石 合 石 合 石 合150.90 150.90 2.001.30 2.001.30

(令 高山文太郎 間 脇 73.30 73.80

(勤 小 池 文 吉 小 脇.米売買

(参 山形直次郎 名 手 1,364.60 100.60 100.60 米売買

⑤ 山 形 佐 市 本 家 196.40 196ー40 254.40 254.40 米売買

@ 宮 原 丈 三 間 脇 241.00 241.00 241.60 241.60

(∋ 桜井清太郎 名 子 陶器取60円

(砂 金 田 平 七 間 脇 177.30 177.30 268.60 268.60

(9 小 池 菅 松 屋根葺7円旭金気

㊥ 清 治 仙 吉 間 脇 163.00 161.00 257.70 257.70

⑭ 小 池 幸 平

⑩ 小 池 ハ キ 米売買

㊥ 桜 井 敬 吉 本 家 325.90 325.90 325.80 325.80 米売買

⑭ 鈴 木 丑 吉 本 家 162.90 162.90 243.00 243.00

㊥ 田中長三郎

⑯ 小林七左エ門

⑰ 金 田 金 吉

⑯ 清 治 弥 蔵 本 家 I.204.60 1.259.30

㊥ 金 田 新 蔵 本 家 555.60 555.60 1.225.90 1.259.30

㊨ 近江留次郎

㊧ 桜井清次郎

㊧ 清 治 新 作

⑳ 宮 原 又 - 名 手 陶器磁15円

㊧ 桜 井 福 松 間 脇

⑳ 小 池 藤 八

⑳ 田中九長次 本 家 5.570.10 3.402.20 23.700.40 24.490.00

注;1) ｢人別御改帳 小坂村｣(元治2年,1864年)0

2) ｢定的石帳 小坂村｣(天保9年,1838年)｡

3) ｢御役石帳 小坂村｣(天保14年.1843年)0

4) ｢定納石帳 小坂村｣(明治3年,1870年)0

5) ｢小坂村現石板 小坂村｣(明治6年,1873年)｡

6) ｢諸職人取調｣(明治15年,1882年)0

家格支配の構造は,封建的小農民自体の分解の過

程で動揺 ･解体をよぎなくされ,支配の原理た り

えていなかった, といえるであろう｡

小坂部落の状況 さて,ここで小坂部落の機構

自体について少し触れておく必要があろう｡明治

末一大正期にかけての小坂部落の概念図を示 した

のが図 3である｡26戸の家々は足並に沿って 4つ

の班に分けられるが,これは藩政期の5人組の区

域にほぼ付合する｡また,生活組織 としての葬式

組は,これとは別に部落を2つに分けて構成され

ていた｡

村落内の組織については,明治末-大正期にか

けて,行政の主導のもとに青年会,婦人会,在郷

軍人会等の社会教育系統の諸団体が浸透するが,

生活組織 として先の葬式組や頼母子講などの存在

を資料的に確認できる｡この他,宗教的組織 とし

て氏子集団や来迎寺 ･永見寺の壇徒集団,戸隠講

などがあるが,これらは9戸で構成される重立会
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表 16 身分階層別現石高構成

(単位 :戸 )

本 家 名 干 間 -脇

1 斗 未 満 2 2 4

1 - 3 斗 5 3 5

3 - 5 斗 . 1 3

5斗- 1石 1

1 - 2 石 2 2 1

2 - 5 石 1 4

5 - 10石

10- 15石 1

15- 20石

20石 以 上 1

無 一 高 2 .3 6

症;資料は表 15の(1)と(5)による｡

により統括されていた｡部落運営の最高決議機関

は村寄合となるが,日常的運営 ･処理はこの重立

会により全て取 り仕切 られていたのである｡

これらの諸組織の内容については,現在では概

要 しか知 りえない｡ここでは後の論述とのかかわ

りから,あるいは部落生活や重立会の役割などを

窺 う意味から,田中家により起草され村寄合で契

約された ｢節倹盟約書｣を掲げて,そこにみられ

る特徴だけを記 しておこう｡

図3 小坂部落概念図

節倹盟約書

夫 レ明治20年来-凶作打続キ加フルニ本年-米価

ノ騰貴金融ノ停滞 ヨリ釆ル処 ノ困難実二共棲二達シ

数十年来未曽有ノ飢佳 卜云フべシ論語二日クー 日ノ

計-朝ニアリト今ニシテ基準 ヲ為サスソ-不 日暗 ヲ

E]ムノ悔アラン鳴呼天 レ此非常ノ困難二遭遇スル又

非常救済法ナカル-カラス故二一同非常 ノ忍耐 ヲ以

テ左二掲クル盟約 ヲ確守シ以テ他日ノ快楽 ヲ下種ス

ル老 トス

第一章 倹 約

第一粂 年始大祭 日葬儀出産 ノ節-中等以下二限 り

薩式二用-ル冷酒ノ外決シテ用 ヒサル事

一項 婚儀ノ待人或-出産ノ祝 ヒト唱 ヒ親戚外

ヨリ物品ヲ贈ル-自分ノ一切廃止ノ事

二項 葬送ノ節念仏講及 ヒ手伝人-酒等 ヲ出ス

-廃止ス-キ事

三項 葬送ノ手伝-非常尽力ノ上左記 ノ組合限

リニテ取防ク-キ事左モ親族多ニテ其組合

ニテ防キ難キ場合二限 り他ノ組合 ヨリ加勢

ヲ受クルモ防ナシ

四項 大字小坂居掛二於テ角力其他興行事-一

切不致事-勿論他所 ノ人ヨ1)興行致度旨願

出ツルモ敷地及 ヒ諸道具-決シテ借与セサ

ル事

第二粂 煙草-成ル-ク自製品ヲ用ユル事

第二章 勤 勉

第三粂 各其業二従事スル-凡 リ度アリト難モ此ノ

非常困難 ヲ探察シ自今一層労力



一項 勤勉モ其カニ強弱アリ強者-日出ヨリ日

没迄弱者 卜弊モ執業/､全ク八時間ヨリ減縮

ス-カサル事

但シ午睡及ヒ休憩時間-努メテ短縮ヲ要

ス

二項 労働ノ度ヲ増シ農-撰種播期ヲ失′､ス除

草中耕ヲ念入レ共作物適当ノ肥料ヲ施スニ

注意七サル-其地利ヲ納ムル能-ス-ノ虚

飾ヲ務メテ実用ヲ失シ商ノ奇利二奔走シテ

誠実ヲ欠ク等-深ク戒メサル可カラス

三項 休業日数-左記ノ如シ

正月朔日ヨリ三日迄五月七日･-(略)-此

外五月以降大風雨ノ為メ執業出来難キ日及

ヒ数日間執業ノ為メ疲タルトキ-各自限り

勝手二休業スルモ妨ケナシ

四項 前記ノ休日-各自万不得止場合二於テ休

業セサルモ妨ケナシ

第三章 貯 蓄

第四粂 前途ヲ深慮シ相当ノ金穀ヲ貯蔵シ非常ノ備

ヒトナス-キ事

第五粂 草根樹皮 卜錐モ食物 卜為シ得-キ限り′､此

際務メテ採集シ冬期ノ準備可致事

第四章 救 済

第六条 窮民ヲ救済スル事

一項 飢薩旦タニ廻ルモノアラ-身分二応シ金

穀其他ヲ恵与スル事

二項 新規ノ事業ヲ起ス-好マスト錐モ窮民ノ

稼業ナキ時′､救助ノ為メ可成使役ノ道ヲ立

ツル事

三項 職業ニヨリ製品売却ノ道梗塞シ為メニ窮

廻スルモノアラ′､重立-可成物品ヲ相当代

価二買上可致事

前盟約書-世運循還回復ノ時機至り改正ヲ要スル

コトアル トキ-更二協議ヲ遂ク可キ事

明治二三年六月二八日 (以下署名略)

このような ｢節倹盟約書｣が結ばれること自体

は一般にみられることである｡しかし,そこに注

目すべきこの部落の特徴のいくつかが窺えよう｡

第一に,｢盟約書｣の前文にある如 く,明治20年以

降,連続する凶作と米価騰貴,松方デフレによる

金融の停滞によって農民層の窮乏化が進行してい

る, という認識である｡ とくに,この窮乏化の要

田のひとつ として米価騰貴が指摘 されている点

は,飯米購入を必要とする農村雑業層 ･零細農家

が多 くを数えていることを予想させる｡また,こ

の時期が,地主経営にとっては土地集積の契擬と

なることは後にみるとうりである｡第二に,細か

な生活規制とともに,第二章 ｢勤勉｣において,

労働時間 ･休日･農作業の内容にも触れられてい

ることである｡この第二項には, とくに地主的関

心を察知することができる｡第三に,とりわけ興

味深いのは,第三章 ｢救済｣であろう｡享ず,衣

るように,窮民救済の ｢金穀其ノ他 ヲ恵与｣する

際にも,身分によりその筋が区別されている点で

ある｡次に,救済策として,｢可成使役ノ道｣を立

つとか,主に陶翠職を念頭においていると思われ

るが,｢可成物品ヲ相当 ノ代価二買上｣ることが内

容として盛られていることである｡ しかも,この

責任は部落の重立に課されている｡つまり,重立

層は,単に,支配的扱能を果たすだけでなく,部

落農民層が窮乏化し生活に困窮する場合には,忠

恵的な施策を施し救済することが期待されていた

のである｡こうした恩恵的施策においては,他の

農民層とても決して経済的地位が高くないことか

ら,重立会を統括する田中家の役割も重要なもの

があったと思われる｡

明治20年代にみられる農民層の窮乏化への対応

は部落内部で処理され, しかも,一般に消極的で

ある｡しかし,30年代に入るや村落支配機構を利

用して地主たちは積極的に生産力の発展をめざす

農事改良を展開するようになる｡ とくに,新潟県

においては,村落社会における地主の社会的権威

と統制の動揺に対する国家権力の補強策として県

地主協会が県官僚の強力な指導のもとに明治33年

設立され,以後,官僚 との従属的結合のもとに地

主的農政が展開される｡ こうした一環として,田

中家も小坂部落において次のような趣旨の ｢殖産

貯金組合｣を設けている｡

殖産貯金組合規約

第-粂 本会-殖産貯金組合卜称シ事務所ヲ発起人

ノ宅二置ク

第二粂 本会ノ日的-農事ノ改良発達ヲ計り併テ貯

蓄勤倹ノ良風ヲ養成スルニアリ

第三粂 本会ノ目的ヲ達セソカ為メ左ノ事業ヲ行フ

モノトス

第-項 農事試作場ヲ設置シ撰種肥料耕転其ノ他

百般ノ事業二付キ適否ヲ試験シ其ノ利害ヲ
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講究スルコト

第二頁 本会ノ事業ヲ経営シ並どこ貯金ノ趣旨ヲ

貫徹セソカ為メこ興業醸金ノ金ヲ設ケ会員

各自ヨリ出金シ年々生スル其ノ利益ヲ配当

スノレコト

第四粂 会員クラントスルモノ′､発起人ノ東諾ヲ経

テ入会スルコトヲ得-シ

第五条 会員-興業醸金1口〇〇円ヲ出金シ本会ノ

事務二服ス-シ

第六粂 興業醸金総額ノ内十分ノ三ヲ殖産基金 トシ

農事試験其ノ他本会ノ事業費二充テ残り十分

ノ七ノ､会見中望 ミノ老-貸付ケ又-確実ナル

銀行-預ケ置クコト 但シ会員ニシテ借用セ

ントスルモノ-第七条,第八粂ノ明文二依ル

へシ′

第七粂 会員中肥料購求費其他農事改良二付キ資金

ヲ要スルトキ-興業醸金ノ内ヨリー人分拾円

迄ヲ借用スルコトヲ待-シ

第八粂 前条ノ借用者-左ノ規定ニヨルへシ

ー 借用期間-年 二々月一日ヨリ十二月十五

日迄 トス

ー '利子-年八分ノ割ヲ以テ元金 卜共二支払

フへキコト

第九粂 興業醸金ヨリ生スル利金ノ内元金こ付年利

四分五厘ノ割ヲ以テ会員二配当シ残金ヲ殖産

基金二編入スル事

県地主協会が地主的農政を推める基本的視点は

以下の3点であった｡すなわち,｢(1)県下各地の施

行せる土地の改良,肥料の共同購入貸付,小作品

評会奨励会又は勤倹貯蓄に関すること,(2)地主と

小作 との間に成立する既往及将来の諸契約,(3)他

県及外国に於 ける地主小作間の事情｣(a)を報告す

ることである｡この中で最も重視され 一方では,

県官僚から農政諸団体の整備をとうして実現さ

れ,他方,地主 自ら小作料の増収 ･安定 と村落秩

序の補強をめざして村落レベルで実施されたのが

(1)の点であった｡先の規程の中に,小坂部落への

こうした農政の浸透をみることができるが,同時

に,そこに農民層の自治的機構 としての機能を果

していた段階から,国家支配機構の末端として包

摂されてゆ く移行過程の一端を窺い知ることが可

能であろう｡

中浦村においても,農事改良をめぐり地主的支

配が貫わく形で行政組織や農会をはじめとする農

政諸団体の整備と機能的連繋がはかられ,支配枚

横が確立されてゆく｡明治35年,中浦村では3村

合併による行政機構の改編に伴い旧村の農会を解

散 して中浦村農会に一本化をはかるとともに,稲

作品評会の実施をはじめ,同年の ｢肥料ノ共同購

入補助規程｣,｢種子ノ塩水撰督励実行規程｣,41年

｢牛馬耕奨励規程｣,大正 4年 ｢堆肥舎建設補助規

程｣等々と多様な農事改良施策が展開されている｡

田中家は,明治末一大正期にかけて村議 ･村長と

ともに農会長にも就任し,これを推進することに

より社会的権威 と統制力を補強するが,同時に,

部落を単位とする ｢殖産貯金組合｣のような農民

層の組織化を官僚的･地主的農事改良に包摂させ,

あるいは小作層-直技的生産者各層の網羅的な組

織化の施策に位置づけることにより,その支配の

基礎を一層安定たらしめることができたのであ

る｡

註

(1)職業別世帯数では,この雑業層が100戸前後を数

え,しだいに明治末年になるに従い増加をみせて

いる｡これらは土地を所有せず,もっぱら地主や

自小作上層の年雇 ･季節雇 ･日雇労働者となる層

であった,と思iっれる｡

(2) この都市への人口流出-賃労働老化には,都市

滞留賃労働老化の形態とならんで,還流的な県外

への出稜の形態があり,その数も少なくなかったママ
と考えられる｡とくに,中浦村の ｢出塚の重もに

出稼する時期は春にして一度出ずれば3ヶ年若く

は5ヶ年も帰来せざるもの多し｣(r中浦村村是調

査書J1903年,76貢),というように単なる出稼で

はなく,賃労働老化としてとらえられるものであ

った ｡

(3) 市島家の以下の分析については,前掲 r市島家

文書｣および r千町歩地主市島家の構造Jによっ

ている｡

(4)舌島敏雄,前掲 r日本地主制史論j56頁｡

(5) r北蒲原郡中浦村是｣(中浦村)5頁O'

(6) これについては,前掲の拙稿中り｢農事改良 (-
農民陶冶)と地主支配体制｣において展開してい

る｡

(7)古島敏雄鼠 前掲 r日本地主制史研究J220貢｡

(8) 金原左門 r大正デモクラシーの社会的形成｣

(1967年,青木書房)73頁から再引用である｡

(未 完)
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